
【管内概況】 中央労働基準監督署 管轄区域＝千代田区・中央区・文京区・島嶼部

千代田区 ： 中央官庁並びに全国的に展開する企業、銀行業及び新聞社等が集中する政治経済
の中心

中 央 区 ： 証券業、卸売・小売業が集中する商業の中心地。東京駅及び日本橋周辺の再開発
並びに臨海部の開発が進行中

文 京 区 ： 古くからの文教地域であり、印刷関連産業、大学、大学付属病院などの教育研究
業、大規模病院が多く存在

島 嶼 部 ： ２町６村。観光、水産業等が主要産業。

≪管内の特徴≫

○ 管内約７万の事業場に 約２００万人の労働者が勤務
〇 全国の上場企業本社のうち、約２割 が管内に立地
○ 管内では高層マンション、都市再開発事業に伴う工事など大型の建設工事が多く施工

請負金額５０億円以上の大規模工事が約６０ の現場数で推移

【令和６年度 中央労働基準監督署の重点対策】

「 安心して働き活躍できるＴＯＫＹＯへ 」をスローガンに
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１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援等

２ 安全で健康に働くことができる職場環境づくり
（１） 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止
（２） 中小企業及び令和６年度適用開始業務等に対する改正労働基準法等の周知及び支援
（３） 死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進
（４） 第三次産業と建設業を中心とした労働災害防止対策
（５） 健康障害防止等職場における健康確保対策の普及啓発と指導

３ 労災被災者とその家族が安心して生活するための取組

千代田区（東京駅） 中央区（勝鬨橋） 文京区（小石川後楽園）

令和６年度 中央労働基準監督署の行政運営



令和６年度 重点対策の具体的内容

脳・心臓疾患や精神障害等の労災補償請求件数が高水準で推移し、長時間労働による健
康障害が発生していることから、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止を図る
ため、次の事項を重点として取り組みます。
①時間外・休日労働が月80時間を超えていると考えられる事業場
②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する
監督指導の実施

令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用された建設業、自動車運転者、医師に
ついて、適正な履行が円滑に行われるよう丁寧な周知を引き続き行うなど積極的に支援し
ます。また、署の支援班において、中小企業に対する相談対応のほか、説明会の開催や
個別訪問による支援など、事業者等に寄り添い丁寧に支援します。

〇 賃金引上げに向けた環境整備等の取組について、
あらゆる機会をとらえて周知・広報します。また、最
低賃金の問題があると考えられる業種等を重点とし
た監督指導等を行います。

〇 定期監督等において、同一労働同一賃金に関する
確認を行い、企業から情報提供を受けることにより
関係部署への連携を行います。

〇 中小企業支援策として、最低賃金引上げのための
業務改善助成金の周知を図ります。
※業務改善助成金は、生産性を向上させ、事業場内最低賃金の
引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援します。
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東京都最低賃金
時間額1,163円

（令和6年10月1日から）
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【定期監督などにおける主な労働関係法令違反の内訳（令和5年）】 【申告件数(年)】

● 賃金や労働時間などの労働条件を書面

で明示していない

● 時間外労働を行わせた

●割増賃金を支払わなかった

● 就業規則の作成・変更を届けていない

● 賃金台帳が適切に調整されていない

● 機械や設備などがその安全基準を満たし

ていない

● 年1回の健康診断を実施していない
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１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援等

（1）改正労働基準法などに基づく長時間労働の抑制及び過重労働による健康
障害防止

２ 安全で健康に働くことができる職場環境づくり

（２）中小企業及び適用猶予業務等に対する改正労働基準法等の周知及び支援



労働災害防止のため下記の取組などを行います。
① 労働災害の８割以上を占める第三次産業に対して、
本社を通じた自主的な安全衛生管理の定着を図りま
す。特に、災害件数の多い転倒災害・腰痛等行動災
害の防止対策を推進し、対策の定着を図ります。
※「その他の第三次産業」では本社事務所等で発生した労働
災害が多くみられます。

② 令和５年に死亡災害を３件発生させるなど死亡災
害が多発する建設業について、定期的な指導を行い、
災害防止対策の徹底を図ります。特に、重大な災害
となりやすい墜落災害防止対策に力を入れます。

健康確保対策推進のため下記の取組などを行います。
① 長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健
康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないよう、
安衛法の周知を図るとともに、指導を実施します。

② 化学物質による健康障害防止対策の推進のため、
令和６年４月全面施行となった「新たな化学物質規
制」の内容を指導・周知し、対策の定着を図ります。

③ 建築物の解体・改修工事等の事前調査にかかる労
働基準監督署への報告の徹底や、石綿除去工事等の
届出の徹底、適正な施工について指導し、石綿障害
防止対策の徹底を図ります。

令和5年休業4日以上死傷災害（計1,000件）

定期健康診断有所見率の推移(年)
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令和５年の死傷災害は1,000件と前年確定値914件に対して9.4%の増加となってい
ます。これは、経済活動の正常化により飲食店、ビルメンテナンス業、建設業等におい
て労働災害が増加傾向したためと考えられ、また、死亡災害についても、大規模工事現
場における災害の影響などにより、前年比１人増の６人となっています。第14次労働災
害防止計画目標（死傷・死亡とも５％減少）達成のため、さらなる取組が必要です。
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（３）死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進

（４）第三次産業と建設業を中心とした労働災害防止対策

（５）健康障害防止等職場における健康確保対策の普及啓発と指導

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症関連を除く
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中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽１－９－２０ 飯田橋合同庁舎6・7階
ＴＥＬ 方 面 03(5803)7381（６階）

安全衛生課 03(5803)7382（６階）
労 災 課 03(5803)7383（７階）

３ 労災被災者とその家族が安心して生活するために

【中央労働基準監督署の組織と主な業務】

職業性疾病に係る労災請求件数(年度)

•労働条件等の監督指導、災害調査

•司法警察事務

•労働時間相談・支援（改正労基法の周知）

•労働基準法等に係る許可・認定の調査

•就業規則、時間外・休日労働協定届等各種届出、報告の受理

第1方面～第6方面

•労働災害防止、労働者の健康確保

•災害調査、特定機械等の検査

•計画届の審査・調査

•労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告等各種届出・報告の受理

安全衛生課

•労働災害に係る保険給付

•労働保険の成立、労働保険料算定基礎調査等

労災1課・2課・３課

労災被災者が安心して治療に専念し、早期に
職場復帰できるよう、また、事業主間の公平
が図られるよう、以下の取組を重点的に進め
ていきます。
① 労災補償業務の迅速かつ公正な事務処理

の徹底
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 新型コロナウイルス感染症への迅速・的

確な対応
④ 電子申請の更なる利用促進
⑤ 労働保険料等の適正徴収
⑥ 労働保険の未手続事業の一掃対策の推進
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精神障害事案 脳・心臓疾患事案

石綿関連事案

東京労働局ホームページの

「中央労働基準監督署からのお知らせ」をご覧ください
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